
 

【対象・対象外フローチャート（４～９月分）】 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

いいえ 

Ⅲ支給要件＜留意事項＞に掲げる京都府協力金の支給対象者となっていない。 

府支援金の申請が可能です 
府支援金の対象外です 

（申請できません） 

はい 

京都府内に本店・住所のある中小法人等又は個人事業者等である。 

月次支援金（4月､5月､6月､7月､8月､9月分）を受給（受給予定含む）している。 

酒類製造又は販売業の免許を取得している。 

酒類業の継続・立て直しに向けた取組を行っている。 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店と直接・間接の取引がある。 


